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議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例

議会の議決すべき事件に関する条例（平成１９年大崎市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１号中「策定又は変更」を「策定，変更又は廃止」に改め，同条に

次の４号を加える。

(３) 環境基本計画の策定，変更又は廃止

(４) 産業振興計画の策定，変更又は廃止

(５) 都市計画マスタープランの策定，変更又は廃止

(６) 水道ビジョンの策定，変更又は廃止

附 則

この条例は，公布の日から施行する。



●議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例（新旧対照表）

改正案 現 行

(議決すべき事件)

第 2 条 議会の議決すべき事件は，次のとおり

とする。

(1) 総合計画基本構想に基づく基本計画の

策定，変更又は廃止

(2) 定住自立圏形成協定の締結，変更又は

廃止

(3) 環境基本計画の策定，変更又は廃止

(4) 産業振興計画の策定，変更又は廃止

(5) 都市計画マスタープランの策定，変更

又は廃止

(6) 水道ビジョンの策定，変更又は廃止

(議決すべき事件)

第 2 条 議会の議決すべき事件は，次のとおり

とする。

(1) 総合計画基本構想に基づく基本計画の

策定又は変更

(2) 定住自立圏形成協定の締結，変更又は

廃止


